
令和４年度 第３回 愛西市巡回バス運行検討委員会 次第 

 

日 時 令和５年３月２７日（月） 

午後２時から 

場 所 愛西市役所 ３階  

災害対策室本部兼会議室１・２ 
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○愛西市巡回バス運行検討委員会設置要綱 

平成２４年４月１日 

訓令第２１号 

改正 平成２５年２月１５日訓令第４号 

平成２６年１０月１日訓令第３８号 

愛西市巡回バス運行検討委員会設置要綱（平成１８年愛西市訓令第３６号）の全部を改正

する。 

（設置） 

第１条 巡回バスの運行について必要な事項を検討するため、愛西市巡回バス運行検討委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を市長に提言するものと

する。 

（１） 巡回バスの運行体系に関すること。 

（２） その他巡回バスの運行に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会の委員は２０人以内とし、地域の実情に精通した者、高齢者、女性及び巡回

バス運行に関する知識経験を有する者等の中から市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

３ 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（出席の要求） 

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、特定の分野等について専門の知識を有する

者に対し、委員会の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

（委任） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

に諮って別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月１５日訓令第４号） 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１０月１日訓令第３８号） 

この訓令は、平成２６年１０月１日から施行する。 



問１：最初に、あなたご自身のことについてお答えください。

　　　（あてはまる項目の番号を〇で囲んでください。）

性　別 １．男性 ２．女性 ３．その他

年　齢   【　　　　　　　歳　】

※町名のみご記入ください。（他市町村の方は市町村名を記入ください。）

【　　　　　　　】（例：稲葉町）

１．会社員・公務員・団体職員 ２．自営業 ３．農業

４．パート・アルバイト ５．家事従事（主婦・主夫） ６．学生

７．無職 ８．その他【　　　　　　　　　　　　】

１．一人暮らし ２．夫婦のみ（二人世帯）

３．親・子などと同居（１,２以外） ４．その他【　　　　　　　　】

１．自動車（２輪含む） ２．免許を取得したことがない

３．返納した

自家用車 １．世帯で１台 ２．世帯で２台以上 ３．所有していない

問２：愛西市巡回バス（以下「巡回バス」）をどの程度利用しますか？

　　　（あてはまるものを１つ選び、番号を〇で囲んでください。）

１．ほぼ毎日 ２．週２～３回程度 ３．週１回程度

４．月に１～３回程度 ５．年に数回程度 ６．利用していない

（※「６．利用していない」と回答された方は、裏面の「問８」へお進みください。）

問３：あなたがよく利用する巡回バスのコースは、どのコースですか？

　　　（あてはまるものを全て選び、番号を〇で囲んでください。）

１．佐屋東ルート ２．佐屋西ルート ３．佐屋中央ルート

４．立田ルート ５．八開ルート ６．佐織北ルート

７．佐織南ルート ８．海南病院ルート

問４：あなたの乗車バス停はどこですか？また主な降車バス停はどこですか？

　　　例：乗車バス停（ＪＡれんこんセンター）⇒降車バス停（佐織総合福祉センター）

　乗車バス停（　　　　　　　　　　）⇒降車バス停（　　　　　　　　　　）

問５：あなたがよく利用する巡回バスの時間は何時頃ですか？

　　　例：行き（９時頃）⇒帰り（１４時）

　行き（　　　　　　　　　　　）⇒帰り（　　　　　　　　　　　）

―　裏　面　に　つ　づ　く　―

アンケートの目的
　愛西市では「巡回バス運行検討委員会」を設置しており、同委員会で行う検討の基礎資
料とする為のアンケートを実施させて頂きます。皆様のご協力をお願い致します。

　　　　　　愛西市巡回バスアンケート（案）令和5年〇月

住　所

職　業

家族構成

運転免許
の所持



問６：あなたは、どのような目的で巡回バスを利用していますか？

　　　（あてはまるものを全て選び、番号を〇で囲んでください。）

１．市役所での手続

　　　⇒　目的【例：佐織庁舎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

２．入浴・娯楽・習い事

　　　⇒　目的【例：〇〇福祉センター　     　　                     　　　　　】

３．買い物・金融機関

　　　⇒　目的【例：〇〇スーパー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

４．通院

　　　⇒　目的【例：〇〇クリニック　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　】

５．通勤・通学

　　　⇒　目的【例：〇〇大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

６．その他

　　　⇒　目的【例：父親の介護に〇〇まで行く　　　　　　　　　　　　　　　　　】

問７：巡回バスの利用拡大を図るためどのような改善が必要と思われますか？

　　　（あてはまるものを全て選び、番号を〇で囲んでください。）

１．巡回バスの利用が可能なルートの設定 (具体的な提案があれば以下に記入願います。)

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
２．巡回バスの利用が可能なダイヤの設定 (具体的な提案があれば以下に記入願います。)

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
３．巡回バスの周知や利用促進を図る取り組み(具体的な提案があれば以下に記入願います。)

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
４．その他　(具体的な提案を以下に記入願います。)

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
アンケートは以上になります。ご協力ありがとうございました。

（※「問２」で「６．利用していない」と回答された方にお伺いします。）

問８：巡回バスを利用されない主な理由は何ですか？

　　　（あてはまるものを全て選び、番号を〇で囲んでください。）

１．自家用車等で移動する為 ２．家族・親族・知人等の車で移動する為

３．自宅又は目的地の近くにバス停が無い ４．目的の時間とバスダイヤが合わない

５．その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

問９：今後どのようなきっかけがあれば巡回バスを利用されると思いますか？

　　　（あてはまるものを全て選び、番号を〇で囲んでください。）

１．免許証の返納又は自家用車等の処分 ２．巡回バスの利用が可能なルートの設定

３．巡回バスの利用が可能なダイヤの設定

４．その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
アンケートは以上になります。ご協力ありがとうございました。

(提出(回収)方法、提出(回収)の場所、提出(回収)の期限等の記載が必要。)



アンケート用紙設置場所一覧（案）

【ふれあい箱設置場所】

No 名　　　　　称 住　　　　　所
開館時間

（開庁時間）
休　　　館　　　日

1 愛西市役所 愛西市稲葉町米野308番地

2 愛西市役所　立田庁舎 愛西市石田町宮東68番地

3 八開地区コミュニティセンター 愛西市江西町大縄場155番地1

4 愛西市役所　佐織庁舎 愛西市諏訪町池埋500番地1

5 文化会館 愛西市稲葉町米野303番地

6 佐織公民館 愛西市諏訪町郷西456番地1

【追加】

1
立田南部地区防災コミュニティ
センター

愛西市森川町村仲46番地1
・毎週水曜日
・年末年始（12月28日～1月4日）

2
立田北部地区防災コミュニティ
センター

愛西市早尾町野藪11番地1
・毎週火曜日
・年末年始（12月28日～1月4日）

3
佐屋老人福祉センター「湯の花
の里」

愛西市大井町浦田面297番地

4 佐織老人福祉センター 愛西市小津町観音堂27番地

5 八開老人福祉センター 愛西市江西町宮西38番地

午前9時～午後4時
・毎週日曜日
・国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
・年末年始（12月28日～1月4日）

・毎週土曜日、日曜日
・国民の祝日に関する法律に規定する休日
・年末年始（12月29日～1月3日）

午前8時30分～午後5時15分

午前8時30分～午後9時
※夜間の利用がない時は、午後5時
15分まで

・毎週月曜日（文化会館は、第1・3・5のみ）
・国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
（翌日が土曜日及び日曜日の場合は除く）
・年末年始（12月28日～1月4日）

午前9時～午後9時




